
【報告第 4号】 

 

 

阿見町地域公共交通活性化協議会の規約改正について 

 

 

 

令和 3年 4月 1日付で阿見町地域公共交通活性化協議会規約の一部を改正し

ました。 

 

<改正箇所> 

 ・設置規約（第 1条） 

計画策定名の変更 

    改正前：地域公共交通総合連携計画 

    改正後：地域公共交通計画 

  

・別表（第 5条関係） 

   改正前：有限会社 ナカヤ観光 代表取締役 

   改正後：日本交通 株式会社  代表取締役 

   

 改正前：茨城県 企画部   交通政策課 課長    

改正後：茨城県 政策企画部 交通政策課 課長 

 

改正前：土浦市 都市産業部 部長 

改正後：土浦市 都市政策部 部長 

  

 

 

 

 

令和 3年 6月 9日 

 

阿見町地域公共交通活性化協議会 

会 長  千 葉  繁 

 


